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第６次草津市総合計画第２期基本計画の策定にかかる 

基本構想（人口フレーム）見直しの検討について 

 

【概況】 

●基本構想の策定時は、平成２７年までの国勢調査人口を基に将来人口を推計している。 

本市の今後の推計では、依然継続して人口が増加し、令和１２（２０３０）年には１４７，

４００人程度に達する見通しであり、その後は減少に転じ、基本構想の期末である令和１４

（２０３２）年に向けて緩やかに減少すると推計しており、この考えに基づき、人口フレー

ム：１４７，０００人を設定している。 

 

 

●令和２年国勢調査人口は１４３，９１３人で、基本構想における「人口の見通し」の令和２

年推計値（１４３，４００人）との誤差は約５００人で、０．３６％の乖離となっている。 

●令和２年度国勢調査との乖離を反映した推計値は次のとおり 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和７年 令和８年 令和９年 令和１０年 

【Ａ】 
基本構想 
推計値(※１) 

143,400 143,880 144,360 144,840 145,800 146,120 146,440 146,760 

【B】 
国調ベース
推計値(※２) 

143,913 144,400 144,880 145,360 146,330 146,650 146,970 147,290 

【B】-【Ａ】 513 520 520 520 530 530 530 530 

※１）各年の推計値は、令和２・７・１２年の推計値から均等に割り戻して算出。 

※２）令和２年は国調実績値。以後、乖離の割合を基本構想の推計値に上乗せして算出。 

 

（参考）住基ベース 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和７年 令和８年 令和９年 令和１０年 

【C 】住基人
口（実績） 135,839 137,266 138,139 139,550   

  

【D 】未来研
推計 

    140,850 141,152 141,447 141,748 

【参考資料１】 
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令和２年度国勢調査人口から人口推計を見直すと、基本構想との誤差は約５００人となり、

基本構想策定時から大きく乖離している状況にあるとは言えない。 

住基人口の令和３年度から５年度までの実績の伸び率は、基本構想の推計値の伸び率より

も大きいが、住基未登録者の登録による増加と転入による増加の区別がつかず、住基人口の

伸びと、総人口（国調人口）の伸びが比例しているかは、令和７年度の国勢調査を待たなけ

ればわからないことから、現時点で住基人口を基に人口フレームの見直しを行うことは難し

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方自治法に策定義務があった時の行政実例では、「基本構想はみだりに変更すべきではな

いものと解されるものの、外部条件の変化により基本構想と現実との遊離が著しく大きくなり、

市町村の経営の基本たるにふさわしくない状態になった場合には、議会の議決を経て改訂すべ

きもの」と解されていた。 

（昭和４４年９月１３日自治振第１６３号 各都道府県知事あて自治省行政局長通達より） 

 

 

社人研が２０２３年中に地域別将来人口推計を公表する予定であるので、その結

果を踏まえて再度分析を行う必要はあるが、現時点においては、まちのビジョンで

ある基本構想に変更を加える必要性は低く、行政実例で示されていた「基本構想と

現実との遊離が著しく大きく」なっているものとは言えない。 

これらを踏まえ、基本構想（人口フレーム）の見直しは必要ないと判断する。 

第２期基本計画期間 


